
 

 

 

 

 

縦のつながりプロジェクトスタート!! 

本年度の学校運営の 3 本の柱として、「学力・体力」「心の育ち」「業務改善」

を挙げています。<『学校だより 4月号」>それぞれの取組のキーワードのひとつ

が「縦のつながり」です。異学年交流による活動を行い、上級生としての自覚や

「あんな先輩になりたい」という目標をもてるようにしていきます。 

4 月には、新 1 年生歓迎集会・遠足と子ども読書の日の取組が行われました。 

6 年生が、歓迎集会を企画・運営して会を進行して、1 年生だけではなく、2～5

年生も巻き込んで学校全体で 1 年生を歓迎する雰囲気をつくり上げていました。

「1 年生は全員で何人いるでしょう」などの学校クイズをはじめ、くす玉披露、

ポストン<本校のキャラクター:下部イラスト>の登場した寸劇等、盛沢山でした。

多くの児童が笑顔いっぱいとなり、あたたかい気持ちを持つことができました。

そのような雰囲気のもと歓迎遠足に出発しました。 

また、4月 23日には全市一斉に『子ども読書の日』として、本校では、児童一

人一人が持ってきた本をしっかりと読んでいました。その中でも、6年生が一人

一人の１年生に読み聞かせをしていました。6年生のリトルティーチャーとして

の誇らしい姿と 1 年生のうれしそうな安心

しきっている姿がありました。 

本年度の「縦のつながり」の素晴らしいス

タートとなりました。 

今後も、縦のつながりの目標がよりよく達成

でき、子どもたち一人一人の自己肯定感の向

上につなげていきたいと考えています。 
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保護者の方々へ お知らせとお願い 

今日の学校運営状況は大きく変化しています。この変化に対応していくためには、今

まで以上に保護者の方のご理解とご協力が不可欠です。特に、下記のことがらについて

よろしくお願いします。 

◆欠席連絡や配付プリント等については、積極的に tetoru を活用していきます。4 月

にも活用しており事後報告になり申し訳ありません。 

◆児童の SNS にかかわる問題が少なくありません。学校と家庭でともに指導していき

ましょう。家庭での SNS にかかわるルールを作りましょう。 

◆肖像権を含めた個人情報の取扱には十分注意をしております。事前調査を実施してお

りますが、その取り扱いに変更があればご連絡ください。 

◆学校行事等での保護者の方の撮影については、本校においでは、撮影することで授業

等の妨げになったり、個人情報の問題や児童同士または保護者同士のトラブルやその

他問題等が起きたりした際は、保護者の方の撮影をご遠慮いただく等の対応をとるこ

とをご理解していただいたうえで、学校行事等の保護者の方の撮影を許可したいと考

えております。 

◆宿題・週末課題は、積極的に出されます。各家庭でも子どもたちへの声掛けをお願い

します。学校では家庭学習を推進しています。まずは、家庭学習の習慣化・定着化を

図ります。 

◆教職員の勤務時間(8:30～17:00)、休憩時間(45 分)について働き方改革推進にご理

解ください。 

◆本校の留守番電話は平日(17:00～翌日 8:00)、土日祝日(終日)です。 

◆正門付近での乗り降りは、登下校中の子どもたちの安全や交通の渋滞等にもなります

ので、ご遠慮ください。 

◆8:30 ごろに正門横の通用門の扉は、施錠は致しませんが学校の安全管理のため閉じ

ます。 

◆学校では、児童虐待に関する安全確認として、傷・あざの確認、発育状況の確認、心

理面の状況確認、出席状況、ネグレクトの状況等についての視点をもって、積極的に

声かけすることもあります。その際、日常的な観察から、何か不自然と感じることが

あれば、児童相談所(子ども総合センター)へ通告しなくてはなりません。これは、要

保護児童を発見した者は児童相談所に通告しなければならない<児童福祉法第 25 条

>によるものです。たとえ、それが疑い程度であったとしても通告義務があります<

児童虐待防止法第 6 条 1 項>。学校から子ども総合センターに通告する、またはした

場合は、保護者の方にも連絡をいたします。 

何かお気づきのことがございましたら、 

電話(613-3261)等でお知らせください。 


